
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

設定可能な画像形成条件設定手段
と、
　前記画像形成条件設定手段によって

表示させる設定変更手段
と
を備えたことを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　

設定可能な画像形成条件設定手段
と、
　前記画像形成条件設定手段によって

呼び出すボタンが表示さ
れ、当該ボタンを操作することによって、前記先に設定された
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画像形成条件を設定するための複数の設定画面を切り替え可能な状態で表示し、前記複
数の設定画面においてそれぞれ対応する画像形成条件を

第一の設定画面において設定される第一の画像形成
条件と、前記第一の設定画面とは切り替えて表示される第二の設定画面において設定され
る第二の画像形成条件とが相互に矛盾ないし制限される関係にあるとき、前記先に設定さ
れた第一の画像形成条件の設定画面である前記第一の設定画面を

画像形成条件を設定するための複数の設定画面を切り替え可能な状態で表示し、前記複
数の設定画面においてそれぞれ対応する画像形成条件を

第一の設定画面において設定される第一の画像形成
条件と、前記第一の設定画面とは切り替えて表示される第二の設定画面において設定され
る第二の画像形成条件とが相互に矛盾ないし制限される関係にあるとき、前記先に設定さ
れた第一の画像形成条件の設定画面である前記第一の設定画面を

第一の画像形成条件の設定



設定画面を表示させる設定変更手段と
を備えたことを特徴とする画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、デジタルカラー複写機等の画像形成装置に関し、特に複数の画像形成条件を
画面上に表示した状態で設定可能な画像形成条件設定手段を備えた画像形成装置に関する
ものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、複写機等の画像形成装置においては、デジタル化によって高機能化してきており、
複写機等で実行可能な機能は、多種多様に渡っている。特に、デジタルカラー複写機等の
画像形成装置の場合には、複写機の基本的な機能に加えて、色彩の設定等の機能をも含む
ため、デジタルカラー複写機で実行可能な機能は、それこそ数えきれない程になる。
【０００３】
そこで、これらの多くの機能をユーザーが容易に選択可能とするために、デジタル方式の
白黒やカラーの複写機等の画像形成装置においては、ユーザーが複写機の機能を選択実行
する際に使用する操作パネルとして、液晶の表示パネルと透明な座標検知用の電極とを組
み合わせた、所謂”タッチパネル”と呼ばれるものが使用されている。このタッチパネル
は、液晶の表示パネルに、選択実行すべき機能に応じて、何枚もの画面を表示可能となっ
ており、ユーザーは、当該液晶の表示パネルに、何枚もの画面の中から自分が実行しよう
とする機能が表示された画面を表示させ、この画面に表示された各種の機能に対応した選
択ボタンを、指で押圧することによって、所望の機能を選択して実行するように構成され
ている。
【０００４】
このような所謂”タッチパネル”を備えた操作パネルは、各機能に対応して個々に設けら
れるハードウエア構成の選択ボタンに比べて、１つの画面で多数の選択ボタンに対応する
ことができるため、物理的な省スペース化を図ることができ、その点では、たいへん効率
的であるといえる。
【０００５】
しかしながら、デジタル方式の白黒やカラーの複写機等の画像形成装置においては、実行
可能な機能が増えれば増えるほど、液晶の表示パネルに表示される画面の数も当然増えて
くるため、ユーザーは、果たしてどこの画面にどの機能があるのかということを把握しに
くくなり、自分が実行しようとする機能が表示された画面を呼び出して、当該実行しよう
とする機能を選択する操作が煩雑となるという問題点があった。また、一方で多機能化が
進むと、複写機等の画像形成装置で実行可能な機能の間で、同時に選択すると矛盾が生じ
て、同時に実行不可能な機能や、ある一つの機能を選択すると、他の機能の選択が制限さ
れる機能など、同一コピージョブの中で共存できない機能が存在してしまうことがある。
【０００６】
そこで、かかる不都合を回避するために、例えば、機能Ａを設定した時に機能Ｂが設定で
きなくなるような場合、機能Ａが設定された後は、機能Ｂの選択ボタンが選択不可能状態
となるように構成したものが、特開平２－１９７８６２号公報等に既に開示されており、
その選択不可能なボタンを選択すると、「機能Ａを解除してください」という旨のメッセ
ージが表示されるようになっている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来技術の場合には、次のような問題点を有している。すなわち、上
記特開平２－１９７８６２号公報等に開示されているように、例えば、機能Ａを設定した
時に機能Ｂが設定できなくなるような場合、機能Ａが設定された後は、機能Ｂの選択ボタ
ンが選択不可能状態となるように構成し、その選択不可能なボタンを選択すると、「機能
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画面である前記第一の



Ａを解除してください」という旨のメッセージが表示されるように構成した場合には、ユ
ーザーは、かかる表示を見て、機能Ａを解除するために、液晶の表示パネルの選択ボタン
を操作して、機能Ａが存在する画面に戻ろうとするが、先に述べたように、どの画面にど
のような機能が存在していたかを把握すること自体が困難であるため、どの画面に機能Ａ
が存在していたかを把握していないユーザーは、液晶の表示パネルの選択ボタンをランダ
ムに操作して、試行錯誤的に機能Ａを探し出す必要があり、操作に時間を浪費してしまい
、操作性が大幅に低下するという問題点を有している。
【０００８】
また、デジタル方式の白黒やカラーの複写機等の画像形成装置において、操作パネルの液
晶表示パネルに、どの画面にどのような機能が存在しているかを熟知したユーザーであっ
ても、選択不可能なボタンを選択してしまった場合には、例えば、「機能Ａを解除してく
ださい」という旨のメッセージに従って、機能Ａが表示された設定画面に一々戻らなれば
ならず、そのための操作が煩わしいという問題点も依然として有している。
【０００９】
そこで、この発明では、上記従来技術の問題点を解決するためになされたもので、その目
的とするところは、複数の画像形成条件を画面上に表示した状態で設定可能な画像形成条
件設定手段を備えた画像形成装置において、相互に矛盾ないし制限される複数の画像形成
条件を選択してしまった場合でも、相互に矛盾ないし制限される複数の画像形成条件のう
ち、解除すべき画像形成条件が表示される画面に直ちに戻ることができ、当該画像形成装
置で実行可能な機能が多種多様に渡る場合でも、操作性を大幅にアップすることが可能な
画像形成装置を提供することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　すなわち、請求項１に記載の発明は、

設定可能な画像形成条件設定手段と、
　前記画像形成条件設定手段によって

表示させる設定変更手段
と
を備えるように構成されている。
【００１１】
また、請求項２に記載の発明は、

設
定可能な画像形成条件設定手段と、
　前記画像形成条件設定手段によって

呼び出すボタンが表示さ
れ、当該ボタンを操作することによって、前記先に設定された

設定画面を表示させる設定変更手段と
を備えるように構成したものである。
【００１３】
【作用】
　請求項１に記載された発明は、前記画像形成条件設定手段によって

表示させる設定変更手段を備えるように構成されているので、画像形成条件設定手
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画像形成条件を設定するための複数の設定画面を
切り替え可能な状態で表示し、前記複数の設定画面においてそれぞれ対応する画像形成条
件を

第一の設定画面において設定される第一の画像形成
条件と、前記第一の設定画面とは切り替えて表示される第二の設定画面において設定され
る第二の画像形成条件とが相互に矛盾ないし制限される関係にあるとき、前記先に設定さ
れた第一の画像形成条件の設定画面である前記第一の設定画面を

画像形成条件を設定するための複数の設定画面を切り替
え可能な状態で表示し、前記複数の設定画面においてそれぞれ対応する画像形成条件を

第一の設定画面において設定される第一の画像形成
条件と、前記第一の設定画面とは切り替えて表示される第二の設定画面において設定され
る第二の画像形成条件とが相互に矛盾ないし制限される関係にあるとき、前記先に設定さ
れた第一の画像形成条件の設定画面である前記第一の設定画面を

第一の画像形成条件の設定
画面である前記第一の

第一の設定画面にお
いて設定される第一の画像形成条件と、前記第一の設定画面とは切り替えて表示される第
二の設定画面において設定される第二の画像形成条件とが相互に矛盾ないし制限される関
係にあるとき、前記先に設定された第一の画像形成条件の設定画面である前記第一の設定
画面を



段によって 複数の画像形成条件が設定された場合
には、設定変更手段によって、前記複数の画像形成条件のうち先に設定された画像形成条
件の設定画面を ことができ、 画像形成
条件を取り消したい場合には、この設定画面によって簡単に取り消すことができ、画像形
成装置で実行可能な機能が多種多様に渡る場合でも、操作性を大幅にアップすることが可
能となる。
【００１４】
また、請求項２に記載された発明は、前記画像形成条件設定手段によって

呼び出すボタンが表示され、当該ボタンを操作することによって、前記先に設
定された 設定画面を表示させる設定変更
手段を備えるように構成したので、同時に設定不可能な他の画像形成条件を取り消したい
場合には、この設定画面を呼び出すボタンを操作することにより、設定変更手段によって
、前記先に設定された画像形成条件の設定画面を ことができ、同時に設定不可
能な他の画像形成条件を取り消したい場合には、この設定画面によって簡単に取り消すこ
とができ、画像形成装置で実行可能な機能が多種多様に渡る場合でも、操作性を大幅にア
ップすることが可能となる。また、 画像形成条件
を取り消したくない場合には、この設定画面を呼び出すボタンを操作しなければ、そのま
まの状態で、画像形成条件を再度設定しなおすことも可能となる。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下にこの発明を図示の実施の形態に基づいて説明する。
【００１７】
実施の形態１
図２はこの発明に係る画像形成装置の実施の形態１としての多重転写方式のデジタルカラ
ー複写装置を示すものである。
【００１８】
図２において、１はデジタルカラー複写装置の本体を示すものであり、このデジタルカラ
ー複写装置本体１内の上端部には、原稿２の画像を読み取る画像読取装置３（Ｉｍａｇｅ
　Ｉｎｐｕｔ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ）が配置されている。この画像読取装置３は、プラテン
ガラス４上に載置された原稿２をプラテンカバー５によって押圧した状態で、このプラテ
ンガラス４上に載置された原稿２の画像を光源６によって照明するとともに、原稿２の反
射光像を第１、第２の走査ミラー７、８及び結像レンズ９を介してＣＣＤセンサー１０に
走査露光して、このＣＣＤセンサー１０によって原稿２の色材反射光像を所定のドット密
度（例えば、１６ドット／ｍｍ）で読み取るようになっている。
【００１９】
上記画像読取装置３によって読み取られた原稿２の色材反射光像は、例えば、赤（Ｒ）、
緑（Ｇ）、青（Ｂ）（各８ｂｉｔ）の３色の原稿反射率データとして画像処理装置１２（
Ｉｍａｇｅ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）に送られ、この画像処理装置１２で
は、原稿２の反射率データに対して、シェーディング補正、位置ズレ補正、明度／色空間
変換、ガンマ補正、枠消し、色／移動編集等の所定の画像処理が施される。
【００２０】
そして、上記の如く画像処理装置１２で所定の画像処理が施された画像データは、黒（Ｋ
）、イエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）（各８ｂｉｔ）の３色の原稿色材階
調データに変換されてＲＯＳ１５（Ｒａｓｔｅｒ　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｓｃａｎｎｅｒ）に送
られ、このＲＯＳ１５では、原稿色材階調データに応じてレーザー光による画像露光が行
われる。
【００２１】
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相互に矛盾ないし制限される関係にある

表示させる 相互に矛盾ないし制限される関係にある

第一の設定画面
において設定される第一の画像形成条件と、前記第一の設定画面とは切り替えて表示され
る第二の設定画面において設定される第二の画像形成条件とが相互に矛盾ないし制限され
る関係にあるとき、前記先に設定された第一の画像形成条件の設定画面である前記第一の
設定画面を

第一の画像形成条件の設定画面である前記第一の

表示させる

相互に矛盾ないし制限される関係にある



上記ＲＯＳ１５は、図２に示すように、半導体レーザー１６を原稿色材階調データに応じ
て変調して、この半導体レーザー１６からレーザー光ＬＢを階調データに応じて出射する
。この半導体レーザー１６から出射されたレーザー光ＬＢは、回転多面鏡１７によって偏
向走査され、反射ミラー１８を介して感光体ドラム２０上に走査露光される。
【００２２】
上記ＲＯＳ１５によってレーザー光ＬＢが走査露光される感光体ドラム２０は、図示しな
い駆動手段によって矢印方向に沿って所定の速度で回転駆動されるようになっている。こ
の感光体ドラム２０の表面は、予め帯電コロトロン２１によって所定の電位に帯電された
後、原稿色材階調データに応じてレーザー光ＬＢが走査露光されることによって静電潜像
が形成される。上記感光体ドラム２０上に形成された静電潜像は、黒（Ｋ）、イエロー（
Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）の４色の現像器２２Ｋ、２２Ｙ、２２Ｍ、２２Ｃを
備えたロータリー方式の現像装置２２によって順次現像され、所定の色のトナー像となる
。
【００２３】
上記感光体ドラム２０上に形成されたトナー像は、当該感光体ドラム２０に隣接して配置
された転写ドラム２３上に保持された転写用紙等からなる転写材２４上に、転写コロトロ
ン２５の帯電によって順次転写される。上記転写材２４は、図２に示すように、複写装置
本体１内の下部に収納された複数の給紙カセット２８、２９、３０の何れかから給紙ロー
ル３１によって給紙されるか、又は複写装置本体１外の側面に配置された手差しトレイ３
８からも給紙可能となっており、給紙された転写材２４は、搬送ローラ３２及びレジスト
ローラ３３によって転写ドラム２３の表面に所定のタイミングでそれぞれ搬送される。そ
して、上記転写材２４は、静電吸着用の帯電器も兼ねる転写コロトロン２５の帯電によっ
て転写ドラム２３の表面に静電的に吸着された状態で、当該転写ドラム２３の表面に保持
される。なお、上記手差しトレイ３８からは、ハガキ等の定形外の転写用紙以外にオーバ
ーヘッドプロジェクター用の透明なＯＨＰシート等も給紙可能であり、ＯＨＰシート等に
も画像を形成することができるようになっている。また、上記手差しトレイ３８からは、
片面に画像が形成された転写材２４を裏返しにして給紙することにより、両面コピーが可
能となっている。
【００２４】
また、上記感光体ドラム２０上から所定の色数のトナー像が転写された転写材２４は、剥
離用のコロトロン３４の除電によって転写ドラム２３の表面から剥離された後、定着装置
３５へ搬送され、この定着装置３５によって熱及び圧力によってトナー像が転写材２４上
に定着され、排紙トレイ３６上に排出されてカラー画像の形成工程が終了する。
【００２５】
なお、図２中、３７は転写ドラム２３の除電を行うための除電コロトロン対を示している
。
【００２６】
図３は上記多重転写方式のデジタルカラー複写装置の画像形成部を示す構成図である。
【００２７】
図３において、２０は上記感光体ドラムであり、この感光体ドラム２０の表面に接触又は
微小な間隙を介して対向するように転写材担持体としての転写ドラム２３が配設されてい
る。上記転写ドラム２３は、図示しない駆動機構によって感光体ドラム２０の周速と同一
の速度で回転駆動されるようになっている。この転写ドラム２３は、図４に示すように、
軸方向の両端部に配置される一対の円環状部材としてのリング部材４０、４０と、これら
のリング部材４０、４０を互いに連結する連結部材としてのタイバープレート４１とを有
するドラム状の枠体を備え、上記タイバープレート４１にポリエチレンテレフタレートや
ポリフッ化ビニリデン等の誘電体フィルムからなる転写フィルム４２の円周方向の先端縁
部４２ａを固定するとともに、両側端部をリング部材４０、４０の外周面に沿わせて枠体
に巻き付け、転写フィルム４２の円周方向の後端縁部４２ｂを、タイバープレート４１に
固定して中空円筒状に形成されている。
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【００２８】
上記転写ドラム２３には、上述したように、複数の給紙カセット２８、２９、３０の何れ
かから転写材２４が供給され、この転写材２４は、転写ドラム２３の裏面側から吸着用の
帯電器を兼ねる転写コロトロン２５によって帯電を受け、転写ドラム２３の転写フィルム
４２上に静電的に吸着される。この転写ドラム２３上に吸着された転写材２４には、感光
体ドラム２０上に順次形成される黒（Ｋ）、イエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（
Ｃ）のトナー像が、転写コロトロン２５の帯電によって転写される。
【００２９】
そして、上記感光体ドラム２０から所定の色数のトナー像が転写された転写材２４は、剥
離コロトロン３４によって除電されるとともに、剥離装置４４によって転写ドラム２３の
表面から剥離された後、搬送ガイド４５を介して定着装置３５に搬送されて、この定着装
置３５の定着ローラ３５ａ及び圧力ローラ３５ｂによってトナー像が熱及び圧力により転
写材２４上に定着され、フューザ出口ロール４６によって装置外部の排紙トレイ３６上に
排出される。
【００３０】
ところで、この実施の形態では、複数の画像形成条件を画面上に表示した状態で設定可能
な画像形成条件設定手段と、前記画像形成条件設定手段によって同時に設定不可能な複数
の画像形成条件が設定されると、同時に設定不可能な他の画像形成条件の設定画面を自動
的に表示させる設定変更手段とを備えるように構成したものである。
【００３１】
図１はこの発明の一実施の形態に係るデジタルカラー複写装置のシステム構成を示すブロ
ック図である。
【００３２】
図１において、５１は複写用紙のサイズや複写倍率、複写枚数、片面コピーか両面コピー
か、白黒コピーかカラーコピーか等の種々の画像形成条件を設定する画像形成条件設定手
段としての操作パネル、５２は上記操作パネル５１によって設定された画像形成条件（ジ
ョブ）を実行するため、デジタルカラー複写装置の複写動作を制御するＣＰＵを、それぞ
れ示すものである。このＣＰＵ５２は、上記操作パネル５１によって同時に設定不可能な
複数の画像形成条件が設定されると、同時に設定不可能な他の画像形成条件の設定画面を
自動的に表示させる設定変更手段としての機能をも有するものである。また、５３は上記
操作パネル５１によって設定された画像形成条件（ジョブ）等を記憶するＲＡＭ、５４は
デジタルカラー複写装置で実行する複写動作を予め記憶するＲＯＭ、３は原稿の画像を読
み取る前記画像読取装置、１２は上記画像読取装置３で読み取られた原稿２の画像に所定
の画像処理を施す画像処理装置、５５は上記画像処理装置１２で所定の画像処理が施され
た画像情報に基づいて画像を出力する画像出力装置、５６はＣＰＵバス、５７は画像デー
タバスを、それぞれ示すものである。
【００３３】
図５はこの発明の一実施の形態に係るデジタルカラー複写装置のコントロールパネルを示
す平面図である。
【００３４】
図５において、６１はユーザーに所定のメッセージを表示するＬＣＤ（液晶表示素子）か
らなるとともに、当該ＬＣＤに表示された画像の所定の位置を押圧することによって入力
操作を行うメッセージ表示部としてのタッチパネルを示すものである。このタッチパネル
６１は、図５に示す基本画面以外にも、応用、画質調整、編集画面を表示可能となってい
る。この基本画面において、６２は上記タッチパネルに表示された用紙選択部を示すもの
であり、この用紙選択部６２は、自動用紙選択やトレイ１～４の選択ボタンを備えている
。６３は倍率選択を行う倍率選択部を示すものであり、この倍率選択部６３は、１００％
の倍率や固定倍率の選択、更に任意倍率の選択を行うボタンを備えている。６４はフルカ
ラーか白黒かのカラーモードを選択するカラーモード選択部を示すものである。また、６
６はコピースタートキーを、６７はコピー枚数の設定や暗証番号の入力等を行うテンキー
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を、それぞれ示すものであり、このコピースタートキー６６を操作することにより、複写
装置の所定のコピー動作が開始する。
【００３５】
以上の構成において、この実施の形態に係るデジタルカラー複写装置では、次のようにし
て、複数の画像形成条件を画面上に表示した状態で設定可能な画像形成条件設定手段を備
えた画像形成装置において、相互に矛盾ないし制限される複数の画像形成条件を選択して
しまった場合でも、相互に矛盾ないし制限される複数の画像形成条件のうち、解除すべき
画像形成条件が表示される画面に直ちに戻ることができ、当該画像形成装置で実行可能な
機能が多種多様に渡る場合でも、操作性を大幅にアップすることが可能となっている。
【００３６】
すなわち、この実施の形態では、いま、ユーザーが、図６（ａ）に示すように、操作パネ
ル５１に設けられたタッチパネル６１の応用タブボタンを選択し、図６（ｂ）に示すよう
に応用画面に切り替えて、片面コピーか片面／両面コピーかを選択する選択ボタンのうち
、片面／両面コピーを指定するボタンを選択すると、図６（ｃ）に示すようなポップアッ
プ画面が開く。この片面／両面コピーを指定するポップアップ画面において、図６（ｃ）
に示すように、両面ボタンを選択すると、図７（ｄ）に示すように、両面ボタンの白黒が
反転して当該両面ボタンが選択されたことを表示し、終了ボタンを選択すると、図７（ｅ
）に示すように、片面／両面コピーのポップアップ画面が閉じて、応用画面に戻る。
【００３７】
次に、ユーザーが、図７（ｅ）に示すように、基本タブボタンを選択し、基本画面に切り
換えて、図１０に示すように、任意の機能ボタンである機能Ａのボタンとして選択トレイ
ボタンを選択すると（ステップ１０１）、図８（ｇ）に示すように、選択トレイのポップ
アップ画面が開く。そして、ユーザーが、図８（ｇ）に示すように、選択トレイのポップ
アップ画面において、手差しボタンを選択すると、図８（ｈ）に示すように、手差し機能
のポップアップ画面が開き、普通紙、厚紙、ＯＨＰのいずれかを選択するボタンが表示さ
れる。ここで、図８（ｈ）に示すように、ユーザーがＯＨＰボタンを選択すると、ＯＨＰ
シートには、両面コピーをとることができず、両面コピー機能とＯＨＰシートへのコピー
機能とは、同時に実行することができない。
【００３８】
そこで、ＣＰＵ５２は、上述したように、両面コピー機能とＯＨＰシートへのコピー機能
というように、図１０に示すように、同時に実行することができない機能Ａと機能Ｂとが
同時に選択されたか否かを判別し（ステップ１０２）、両面コピー機能とＯＨＰシートへ
のコピー機能のように、同時に実行することができない機能Ａと機能Ｂとが同時に選択さ
れると、ＣＰＵ５２は、図８（ｉ）に示すように、同時に実行することができない機能Ａ
と機能Ｂのうち、先に設定された機能Ｂである両面コピー機能を選択する設定画面を自動
的に呼び出す（ステップ１０３）。そして、ユーザーが、図９（ｊ）に示すように、両面
コピーボタンの代わりに、片面コピーボタンを選択し直して（ステップ１０４、１０５）
、終了ボタンを選択すると、ＣＰＵ５２は、図９（ｋ）に示すように、先の手差し機能の
ポップアップ画面に戻り、ＯＨＰボタンが選択可能となる（ステップ１０６）。そのため
、ユーザーは、ＯＨＰボタンを選択することにより、ＯＨＰシートに片面コピーを取るこ
とができる。なお、ＯＨＰボタンが選択されると、ＣＰＵ５２は、図７のステップ１０７
に示すように、機能ＡであるＯＨＰ選択ボタンに対して、同時に実行することができない
機能のボタンが作成される。
【００３９】
このように、上記の実施の形態に係るデジタルカラー複写装置では、複数の画像形成条件
を画面上に表示した状態で設定可能な操作パネルを備えた装置において、両面コピー機能
とＯＨＰシートへのコピー機能というように、相互に矛盾ないし制限される複数の画像形
成条件を選択してしまった場合でも、ＣＰＵによって、相互に矛盾ないし制限される複数
の画像形成条件のうち、解除すべき画像形成条件が表示される画面である両面コピー機能
を選択する画面に直ちに戻ることができ、当該画像形成装置で実行可能な機能が多種多様
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に渡る場合でも、操作性を大幅にアップすることが可能となっている。
【００４０】
実施の形態２
図１１乃至図１５はこの発明の実施の形態２を示すものであり、前記実施の形態１と同一
の部分には同一の符号を付して説明すると、この実施の形態２では、複数の画像形成条件
を画面上に表示した状態で設定可能な画像形成条件設定手段と、前記画像形成条件設定手
段によって同時に設定不可能な複数の画像形成条件が設定されると、同時に設定不可能な
他の画像形成条件を取り消すか否かを問い合わせるメッセージが表示され、取り消しが選
択された場合には、設定不可能な他の画像形成条件を取り消すように設定を変更する設定
変更手段とを備えるように構成されている。
【００４１】
すなわち、この実施の形態２では、ユーザーが、図１１（ａ）に示すように、操作パネル
５１に設けられたタッチパネル６１の応用タブボタンを選択し、図１１（ｂ）に示すよう
に応用画面に切り替えて、片面コピーか片面／両面コピーかを選択する選択ボタンのうち
、片面／両面コピーを指定するボタンを選択すると、図１１（ｃ）に示すようなポップア
ップ画面が開く。この片面／両面コピーを指定するポップアップ画面において、図１２（
ｄ）に示すように、両面ボタンを選択すると、図１２（ｄ）に示すように、両面ボタンの
白黒が反転して当該両面ボタンが選択されたことを表示し、終了ボタンを選択すると、図
１２（ｅ）に示すように、片面／両面コピーのポップアップ画面が閉じて、応用画面に戻
る。
【００４２】
次に、ユーザーが、図１２（ｅ）（ｆ）に示すように、基本タブボタンを選択し、基本画
面に切り換えて、図１５に示すように、任意の機能ボタンである機能Ａのボタンとして選
択トレイボタンを選択すると（ステップ１０１）、図１３（ｇ）に示すように、選択トレ
イのポップアップ画面が開く。そして、ユーザーが、図１３（ｇ）に示すように、選択ト
レイのポップアップ画面において、手差しボタンを選択すると、図１３（ｈ）に示すよう
に、手差し機能のポップアップ画面が開き、普通紙、厚紙、ＯＨＰのいずれかを選択する
ボタンが表示される。ここで、図１３（ｈ）に示すように、ユーザーがＯＨＰボタンを選
択すると、ＯＨＰシートには、両面コピーをとることができず、両面コピー機能とＯＨＰ
シートへのコピー機能とは、同時に実行することができない。
【００４３】
そこで、ＣＰＵ５２は、上述したように、両面コピー機能とＯＨＰシートへのコピー機能
というように、図１５に示すように、同時に実行することができない機能Ａと機能Ｂとが
同時に選択されたか否かを判別し（ステップ１０２）、両面コピー機能とＯＨＰシートへ
のコピー機能のように、同時に実行することができない機能Ａと機能Ｂとが同時に選択さ
れると、ＣＰＵ５２は、図１４（ｉ）に示すように、同時に実行することができない機能
Ａと機能Ｂのうち、先に設定された機能である両面コピー機能を取り消すか否かを問い合
わせるポップアップ画面を自動的に呼び出す（ステップ１０３）。この先に設定された機
能である両面コピー機能を取り消すか否かを問い合わせるポップアップ画面には、「両面
機能が取り消されます　よろしいですか？」と問い合わせる旨のメッセージと、「はい」
「いいえ」の各々のボタンが表示される。そして、ユーザーが、「両面機能が取り消され
ます　よろしいですか？」との問い合わせに対して、「はい」というボタンを選択すると
（ステップ１０４）、ＣＰＵ５２は、図１４（ｊ）に示すように、両面コピー機能を取り
消して、先の手差し機能のポップアップ画面に戻り、ＯＨＰボタンが選択可能となる（ス
テップ１０５）。そのため、ユーザーは、ＯＨＰボタンを選択することにより、ＯＨＰシ
ートに片面コピーを取ることができる。なお、ＯＨＰボタンが選択されると、ＣＰＵ５２
は、図１５のステップ１０７に示すように、機能ＡであるＯＨＰ選択ボタンに対して、同
時に実行することができない機能のボタンが作成される。
【００４４】
一方、「いいえ」ボタンが選択された時には、確認のポップアップ画面を閉じるのみの動
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作が行なわれる。そのため、ユーザーは、両面コピー機能を選択したままの状態で、普通
紙等を選択しなおすことも可能となる。
【００４５】
このように、上記の実施の形態に係るデジタルカラー複写装置では、複数の画像形成条件
を画面上に表示した状態で設定可能な操作パネルを備えた装置において、両面コピー機能
とＯＨＰシートへのコピー機能というように、相互に矛盾ないし制限される複数の画像形
成条件を選択してしまった場合でも、ＣＰＵは、前記操作パネルによって同時に設定不可
能な複数の画像形成条件が設定されると、同時に設定不可能な他の画像形成条件を取り消
すか否かを問い合わせるメッセージを、操作パネルのポップアップ画面に表示し、取り消
しが選択された場合には、設定不可能な他の画像形成条件を取り消すように設定を変更す
るように構成されているので、相互に矛盾ないし制限される複数の画像形成条件のうち、
解除すべき画像形成条件を容易に取り消すことができ、当該画像形成装置で実行可能な機
能が多種多様に渡る場合でも、操作性を大幅にアップすることが可能となっている。
【００４６】
その他の構成及び作用は、前記実施の形態１と同様であるので、その説明を省略する。
【００４７】
【発明の効果】
以上のとおり、この発明によれば、複数の画像形成条件を画面上に表示した状態で設定可
能な画像形成条件設定手段を備えた画像形成装置において、相互に矛盾ないし制限される
複数の画像形成条件を選択してしまった場合でも、相互に矛盾ないし制限される複数の画
像形成条件のうち、解除すべき画像形成条件が表示される画面に直ちに戻ることができ、
当該画像形成装置で実行可能な機能が多種多様に渡る場合でも、操作性を大幅にアップす
ることが可能な画像形成装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　図１はこの発明に係る画像形成装置の実施の形態１としての多重転写方式のデ
ジタルカラー複写装置における制御回路を示すブロック図である。
【図２】　図２はこの発明に係る画像形成装置の実施の形態１としての多重転写方式のデ
ジタルカラー複写装置を示す構成図である。
【図３】　図３は画像形成部を示す構成図である。
【図４】　図４は転写ドラムを示す斜視図である。
【図５】　図５は操作パネルを示す平面図である。
【図６】　図６（ａ）～（ｃ）は操作パネルの画面表示をそれぞれ示す遷移図である。
【図７】　図７（ｄ）～（ｆ）は操作パネルの画面表示をそれぞれ示す遷移図である。
【図８】　図８（ｇ）～（ｉ）は操作パネルの画面表示をそれぞれ示す遷移図である。
【図９】　図９（ｊ）（ｋ）は操作パネルの画面表示をそれぞれ示す遷移図である。
【図１０】　図１０は動作を示すフローチャートである。
【図１１】　図１１（ａ）～（ｃ）はこの発明の実施の形態２における操作パネルの画面
表示をそれぞれ示す遷移図である。
【図１２】　図１２（ｄ）～（ｆ）は操作パネルの画面表示をそれぞれ示す遷移図である
。
【図１３】　図１３（ｇ）（ｈ）は操作パネルの画面表示をそれぞれ示す遷移図である。
【図１４】　図１４（ｉ）（ｊ）は操作パネルの画面表示をそれぞれ示す遷移図である。
【図１５】　図１５は動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
３：画像読み取り装置、１２：画像処理装置、５１：操作パネル（画像形成条件設定手段
）、５２：ＣＰＵ（設定変更手段）。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

(11) JP 3855417 B2 2006.12.13



【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

(12) JP 3855417 B2 2006.12.13



【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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